
車両形状 軸数・車長等 料金車種区分

バス型
（イラスト）

車長９m未満

車長９m以上

中型車

大型車

その他
（イラスト）

一般的な乗用車両
（スポーツカー・セダン等）

その自動車の想定される
最下位の車種区分

（例えば、外見上普通車
の場合は、普通車となり
ます。）

２車軸

３車軸

４車軸

５車軸以上

軽自動車規格 軽・二輪

普通車

中型車

大型車※車両制限令基準以下

※車両制限令基準超
特大車

トラック型
（イラスト）

※車両制限令基準：長さ12m以下、幅2.5m以下、高さ3.8m以下、車両総重量20~25t以下、軸重10t以下、
最小回転半径12m以下、隣接軸重18~20t、輪荷重5t以下


